
別紙８「藍住町世代間交流施設整備事業の機能要件」機械・衛生設備諸元表

室名 給水 給湯 衛生器具 排水設備 ガス設備 空調設備 換気設備 備考

交
流
エ
リ
ア

エントランス 〇 〇
オープンスペース 〇 〇 〇
キッズスペース 〇 〇 〇 〇 ・こども手洗い器
施設事務室 〇 〇
ファミリー・サポート・センター事務 〇 〇
調理室・加工室 〇 〇 〇 〇 〇 〇
多目的室１ 〇 〇
多目的室２ 〇 〇
和室 〇 〇
倉庫１〜４ 〇
防災倉庫 〇
便所 〇 〇 〇
キッズトイレ 〇 〇 〇
授乳室 〇 〇 〇 〇 ・電気温水器
給湯室 〇 〇 〇 ・電気温水器
掃除用具入れ 〇 〇

事
務
室
エ
リ
ア

社会福祉協議会事務室 〇 〇
相談室A 〇 〇
相談室B 〇 〇
倉庫A 〇
消費生活センター事務室 〇 〇
シルバー人材センター事務室 〇 〇
倉庫B 〇
婦人会事務室 〇 〇
陶芸室 〇 〇 〇 ・洗い場（泥だめ必要）
便所 〇 〇 〇
給湯室 〇 〇 〇 〇 ・電気温水器
掃除用具入れ 〇 〇
事務室エリア廊下
公衆便所 〇 〇
キッチンカー駐⾞スペース

備考
※１ 給湯方式は局所方式とする。
※２ 加工室の蒸気滅菌機に対応する熱源、換気設備を計画する。
※３ 調理室・加工室の排水設備にはグリーストラップを設置すること。
※４ 陶芸室の排水設備には粘土に対応する阻集器を設置すること。
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